
別紙2-3 

  

○
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 

 

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埋
蔵
鉱
量
統
計
調
査
規
則
を
廃
止
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年 

 

月 
 

 

日 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

茂
木 

敏
充 

埋
蔵
鉱
量
統
計
調
査
規
則
を
廃
止
す
る
省
令 

埋
蔵
鉱
量
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


